
ネーミングライツとは

市の施設等に企業名や商品名などを冠した愛称を命名する権利のことです。

ネーミングライツを導入することで得られた収入は、施設の管理や運営等に使われます。

ネーミングライツ・パートナー募集中

重点募集施設

募集内容

導入までの流れ

①青梅市御岳交流センター

所在地：青梅市御岳本町 362-8

②青梅エクストリームスポーツパーク

所在地：青梅市長淵 3-333-1

③永山公園風の子･太陽の子広場

所在地：青梅市勝沼 2-469

契約金額 年額２４万円以上

募集期間 随時受付中 公園などそのほかの施設のご提案も受け付けています。

詳しくは 市ホームページへ

青梅市 ネーミングライツ 🔍

事前相談 応募申込 協定の協議･締結
選考委員会

（優先交渉権者の決定）
愛称使用開始

青梅市企画部企画政策課 TEL:0428-22-1111（内線 2423）E-mail:div0120@city.ome.lg.jp
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